
生産・流通・消費の各段階における食育の推進（組替）

３,８１５（３,９４５）百万円
対策のポイント
生産・流通・消費の各段階において 「食事バランスガイド」の活用を通じ、米を、

中心とした「日本型食生活」の普及・啓発の取組等を促進します。

（日本型食生活とは）

日本の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バラ

ンスが優れた食生活と考えられています。

（食事バランスガイドとは）

食事の望ましい組み合わせやおおよその量をわかりやすくイラストで示したものです。生活者が自

分自身の食生活を見直すきっかけになるものとして、より多くの方々に活用されることを目的として

います。

政策目標
・ 食事バランスガイド」の認知度：５０％(22年度)「
・ 食事バランスガイド」を参考に食生活を送っている人の割合「

：３０％(22年度)

１．事業内容

（１）全国段階における食育の推進[にっぽん食育推進事業]（新規・組替）

①生産・流通・消費の各段階における食育実践活動の促進（補助金）

②食育を国民運動として推進するためのシンポジウムやイベント等の開催（補助金）

③ポスターやマスメディア等の多様な媒体等を活用した普及・啓発（委託費）

（２）地域における「食事バランスガイド」の普及・活用等の促進

[食の安全・安心確保交付金]（拡充）

①地域におけるイベントの開催等｢食事バランスガイド｣の普及・活用の取組を支援

②地域の教育ファーム推進計画作成にむけた取組等｢教育ファーム｣の取組を支援（追加）

（１）民間団体等(一部の事業を除いて公募により決定します)２．事業実施主体・委託先

（２）都道府県、市町村、農業者団体等

（１）定額 （２）定額（１／２以内）３．補助（交付）率

（１）平成１７年度～２１年度（平成１９年度組替）４．事業実施期間

（２）平成１８年度～２１年度

５．平成１９年度概算決定額

（１）にっぽん食育推進事業 ３,８１５（３,９４５）百万円

にっぽん食育推進事業委託費 １，２５４（ ０）百万円

にっぽん食育推進事業補助金 ２，５６０（３，９４５）百万円

（２）食の安全・安心確保交付金 ２,５１３（２,７０２）百万円の内数

【担当課：消費・安全局消費者情報官 （０３）５５１２-２２９２(直通)】



~生産・流通・消費の各段階における食育の推進~
－ 「食育基本法」に基づき、食について自ら考え、判断できる力を育てる食育を推進－

１ 生産・流通・消費の各段階における食育実践活動の促進

１ 「食育月間」（６月）を中心としたイベントの開催 ２ 「食事バランスガイド」の普及・活用等の取組の
推進

～国の施策と地域における「食事バランスガイド」の普及・活用等の取組を一体的に推進～

地域における「食事バランスガイド」の普及・活用等の促進
（食の安全・安心確保交付金）

全国段階における食育の推進（にっぽん食育推進事業）

２ 食育を国民運動として推進するた
めのシンポジウムやイベント等の開催

３ 多様な媒体等を活用した普及・啓発

３ 地域における教育ファームの取組の推進（追加）

（注）（＊）以外の事業は、公募により事業主体を決定

・都市部の児童・生徒等を対象とした農業体験学習
と収穫農産物を利用した料理教室の開催
・ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニ
エンスストア等における実践活動の推進
・｢食事バランスガイド｣の理解を深めるための手法
やソフト開発

・生産者、流通・販売業者による学校等への出前
授業、学校給食における「日本型食生活」の実践
を推進するためのフォーラムの開催やメニュー開
発等
・モデル地域における「日本型食生活」を推進する
ための多様な取組への支援・実証
・民間の実践活動等に対する支援

・「食育月間」（６月）を中心に、「食事バランスガイド」
や「日本型食生活」等をテーマにしたシンポジウム
の開催
・体験型の総合展示会や食育優良事例コンクール
の開催
・全国的なマスメディアと連携したイベントの開催（＊）

・ポスターやリーフレット、雑誌、車両広告等の活
用により「食事バランスガイド」や「日本型食生
活」等の普及・啓発を地域を限定して集中的に
実施
・スポットCM等のテレビ媒体を活用した普及・啓
発

・地域の教育ファーム推進計画作成に向けた取組や優良事例の収集・情報提供など、地
域における教育ファームの取組を支援

・食育推進リーダーによる「食事バランスガイド」
等に係る指導（講習会の開催）

・地域版食事バランスガイド（郷土料理の活用等）
の策定・普及の取組

・「食育月間」を中心に、「食事バランスガイド」
等をテーマにした食育総合展示会やシンポジ
ウム等を集中的に開催


